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○
文
部
科
学
省
告
示
第
九
六
号

登
録
認
証
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
七
号
）
附
則
第
二
条
の
施
行
に
伴
い
、
電

磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年

七
月

四
日

文
部
科
学
大
臣

中
山

成
彬

電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示

電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
（
平
成
十
年
科
学
技
術
庁

告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令
第
六
十

八
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
、
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め

、
「
、
並
び
に
指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
一
号
）
第
十
二
条
の
二
第

一
項
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
二
第
一
項

」
を
削
る
。

附

則
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こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


